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資料編 3 

Ⅰ 大気汚染常時監視体制 
 

本県は、昭和 39 年に硫黄酸化物や浮遊粉じんの自動測定機を横浜市、川崎市に設置し、本

格的な大気汚染常時測定を開始した。昭和 44年には各測定局の測定データを無線により伝達

するテレメータ化を行い、常時監視体制を確立した。翌昭和 45年には、測定項目に光化学オ

キシダント、窒素酸化物等を加えて測定項目を増加するとともに、光化学スモッグの発生時

等に対処するため、県内全域にわたる測定体制の拡充を図り、昭和 48 年に、全域を網羅した

テレメータシステムを導入して、正確な情報の収集、伝達機能の迅速化を図り、汚染状況を

監視する体制を整えた。 
 

大気汚染常時監視システムは、自動測定機器、テレメータ、サーバ等の機器により構成さ

れており、随時機器の更新やシステムの改善を行ってきた。 

平成３年４月には従来のシステムを大幅に見直し、汎用コンピュータを採用した情報処理

システムの一環として運用を始めた。平成 13年度から各種情報機器の小型化、省エネルギー

化を目標にシステムの再開発を行い、平成 15年度までにシステムの改善及び機器のダウンサ

イジングを行った。平成 26 年度には、従前は「収集系」、「監視系」、「処理系」の３つの機能

に分割していたシステムを統合したデータ処理サーバを新たに構築し、このサーバを神奈川

県のデータセンターに設置し、システムを運用している。 

 

 

１ 大気汚染常時監視システムの機能 
 

システムに備わっている機能は、汚染物質の自動測定、データの収集、測定値の集計、測定

結果の統計処理、過去の測定結果の保存、光化学緊急時措置時の通報・伝達処理などである。 

光化学緊急時措置に関する業務は、直ちに県民の健康に関わる内容であることから、測定値

を基に迅速な判断が求められる。この業務を例に作業の流れを分析すると次のとおりである。 

  ① 測定及び測定データの収集 

  ② データの処理及び報告 

  ③ 処理されたデータによる判断・決定 

  ④ 決定に基づく必要な作業の実行 

の４段階に分けることができる。４段階を具体的に記述すれば、 

（第１段階）  測定局で大気汚染物質の測定を行っている自動測定機は、各測定局に設置

してあるテレメータ子局装置に接続されており、測定値は、県のデータセン

ターのテレメータ親局装置の呼出しにより自動で収集される。 

（第２段階）  測定値は、親局装置に接続されたサーバにより編集され、時報が作成され

る。 

（第３段階）  それと同時に、測定値が緊急時措置の基準値に該当するか否かが判定され

る。 

（第４段階）  その結果、緊急情報の基準値に該当する場合は、基準値に従い、緊急情報

が発令される。 

 

 これら一連の作業を瞬時にして行うことができる大気汚染常時監視システムは、広域的な

汚染状況の把握、緊急時の対策等、重要な役割を担っている。 










